
令和３年 12月１日

特 別区 競馬 組 合

特別区競馬組合のギャンブル等依存症対策の取組等について

１ 特別区競馬組合について

（１）概要

大井競馬（東京シティ競馬＝ＴＣＫ）の主催者

競馬に関する事務を共同処理するための東京 23区で構成される一部事務組合

昭和 25年 10 月６日 設立

昭和 61年７月 31日 夜間競馬（トゥインクルレース）の開催

（２）競馬の目的

① 地方財政への寄与

・競馬主催自治体への分配金、交付金

・災害支援や国家的行事への拠出

② 馬事畜産振興

③ 健全レジャーの提供

（３）開催成績および分配金の推移について

① 開催成績

年度 総売得金 １日平均 前年度比 総利用人員 １日平均 前年度比

平成 30 年度 1,349 億円 13.6 億円 104.4％ 1,425 万人 14.4 万人 104.9％

令和元年度 1,467 億円 15.2 億円 112.1％ 1,526 万人 15.8 万人 110.4％

令和２年度 1,728 億円 17.4 億円 114.2％ 1,703 万人 17.2 万人 108.2％

令和３年度 1,089 億円 17.5 億円 104.2％ 1,188 万人 19.1 万人 111.5％

    ※令和３年度は第12 回開催（～11/5）現在

   ②分配金

決算時の収益に基づいて決定し、23特別区に均等に分配している。

年度 分配年度 １区あたり 合計

平成 30年度 令和２年度 ２億円 46 億円

令和元年度 令和３年度 ３億円 69 億円

令和２年度 令和４年度 ５億円 115 億円

２ 特別区競馬組合のギャンブル等依存症対策の取組状況（令和３年 10月末現在）

  特別区競馬組合は、ギャンブル等依存症対策基本法・対策推進基本計画に基

づき、公営競技全体でギャンブル等依存症対策の取組を行っています。

資料２
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（１）広告・宣伝における取組

○ホームページや場内掲示による注意喚起（※１）

○インターネット投票サイトＳＰＡＴ４のログイン画面での注意喚起（※２）

○広告等での依存症問題や 20歳未満の購入防止の普及啓発（※３）

（２）アクセス制限等の取組

○本人・家族申告による競馬場・場外発売所の入場制限措置（※４）

    ・本人申告 ２件

○本人・家族申告によるインターネット投票の利用制限措置

    ・ＳＰＡＴ４ 本人申告 486 件、 家族申告 ４件

○インターネット投票における本人希望による購入限度額設定

    ・ＳＰＡＴ４ 4,043 件

○場内ＡＴＭのキャッシング機能の廃止

（３）相談・治療につなげる取組

   ○全国公営競技施行者連絡協議会やほかの公営競技団体との連携

   ○特別区競馬組合内に相談窓口を設置（※５）

   ○全国公営競技施行者連絡協議会にてセルフチェックツールを設置（※６）

（４）依存症対策の体制整備の取組

○毎年ギャンブル等依存症に関する職員向け研修を実施

   ○入場制限や電話投票のアクセス制限を例規で規定

（５）その他

   ○毎年ギャンブル等依存症問題啓発週間で、のめりこみ防止の取組を強化
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※１＜ホームページのトップページで注意喚起＞

  ＜場内掲示＞

啓発ポスター 発売機

場内映像（大型ビジョン） 総合案内所でのチラシ設置
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※２＜ＳＰＡＴ４のログイン画面での注意喚起＞

リンク先
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※３＜ＣＭでの普及啓発＞

＜新聞広告での普及啓発＞

※４＜ホームページで入場制限を告知＞
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※５＜ギャンブル等依存症相談窓口の案内＞

※６＜セルフチェックツールの案内＞
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